
石 垣 市 長 　様

◎必要なのはどれですか
受付番号

1 所得証明 通  1 資産証明 通

    　（所得・控除を証明します）  2 評価証明 通 1 市県民税 通

2 所得課税証明 通  3 公課証明 通 2 固定資産税 通

    　（所得・控除・税額を証明します）  4 無資産証明 通 3 法人市民税 通

3 課税証明 通  5 課税証明 通 事業年度 通

　　　（税額のみ証明します）  6 住宅用家屋証明 通 　　年　　 月　～　　　年　　 月

4 扶養証明 通  7 滅失証明 通 4 軽自動車税 通

5 営業証明 通  8 名寄帳・閲覧 通

6 申告書の写し 通 通

7 非課税証明 通

通

証明書が必要な年度を✓して下さい。 　※資産の一部が必要な場合は、 7 車検用軽自動車税

　　　裏面に記入してください。
    車両ナンバーを記入して下さい

　　現　住　所
＿

（石垣市より転出の場合　1月1日の住所） 　使用目的（提出先）

フリガナ 　□金融機関

　□団地関係（県営・市営）

　□児童（扶養）手当関係

（法人名） 　□福祉関係

生年月日 明・大・昭・平・令　　　　　年　　　月　　　日 　□学校関係

　□職場関係

　□学費等免除 ・奨学金

　□扶養申請

　□保育料査定

　□登記
　□相続
　□訴訟

　□入札参加資格申請

　□車検

住　所 　□酒類販売業免許申請
　□年金

フリガナ 　□医療関係

　□その他

　電話（携帯）　　　　　　　　　　　　　　　　　  ( 自・職 )

※窓口に来られた方が、ご本人（亡くなられている場合は相続人）でない場合は委任状が必要です。(裏面参考)
※相続人のときは、戸籍謄本を見せていただく場合があります。

※法人の場合は、法人印（法人名入り実印又は法人名入り認印で、住所印などのゴム印を除く）を押してください。

□免許証　□保険証　□県離島住民割引カード　□住基カード ◎滞納の方については、納税のご相談をいたします。
◎相談に応じないからといって、証明をお断りすることはありません。
◎代理人の場合は、ご本人とよくお話し合いの上おいでください。

（裏面参考）　※どなたの証明が必要ですか。

資産　　　　通　　　　 　　　　　            枚　　　

令和　　年　　月　　日

資産等の証明

□ 令和  ５年度⇒（令和  ４年分）

税 務 関 係 証 明 申 請 書

所得等の証明

□マイナンバーカード　　□その他　（　　　　　　　　　  　　　     ）

氏　名

電話/（携帯）　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　 （自・職 ）　 　　　　　　　　

本
人
確
認

　ご本人との関係　　夫・妻・子・父・母・嫁・婿・その他 （　　　　  ） ・ 代行者

氏　名

□ 令和  ６年度⇒（令和  ５年分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　     　       円

□ 令和  ３年度⇒（令和　２年分）

□ 令和  ４年度⇒（令和  ３年分）

□ 令和　２年度⇒（平成３１年分）

　　※代理申請は委任状が必要です。
　　※資産等の証明については、同一世帯でも委任状が必要です。
　　※無資産証明書については、同一世帯の親族であれば委任状は不要
　　　です。

  ※代理で来られた方はご記入ください。（本人の方は記入不要です）

※同一世帯で証明が必要な方は、氏名を下に記入して下さい。

納税証明

5 完納証明書（滞納のない証明）

6 滞納処分を受けたことがない証明

所得　　　　通　　　　　　　　　　           円

合計　　　　通　　　　　　　　　　           円

納税　　　　通　　　　　　　　　　　　       円

※個人情報の保護のため、申請時に窓口に来られた方の「本人確認」をさせていただきます。発行担当者



※必要な物件の所在地を記入してください。

石垣市長　様

代理人（窓口に来られる方）

現住所

氏　名

私は、上記の者を代理人と定め、私の市税に対する証明書等の交付申請及び受領を委任します。

令和　　　年　　　月　　　日

本人（証明が必要な方）※亡くなられている場合は相続人

現 住 所（所在地）

氏　名（法人名）

本人が死亡の場合は本人の名前を、氏名・法人名が変更になった場合は、旧氏名・旧法人名をこちらにお書きください。

氏　名（法人名）

代筆者
現住所

氏名

代筆の理由　　本人　　　　　　　　　　　が　　　　　　　　　　　で字が書けないため

委　　任　　状

□土地 □家屋

□土地 □家屋

□土地 □家屋

□土地 □家屋

□土地 □家屋

家屋番号

□土地 □家屋

□土地

小  字大  字 地  番

（　収　入　証　紙　）

石垣市手数料徴収条例第６条　　　号該当免除

印

□土地 □家屋

□家屋

（注）委任状は必ず本人が全てを記入してください。
申請者が書いた委任状は無効になります。
不正な手段で委任状を作成・行使した場合は
刑法により、罰せられることがあります。

（注）本人が記入できない場合
・代理人以外の方が本人の意思を確認して代筆してください。
・代筆する方は、代理人・本人・代筆者の欄全てを記入してください。

※個人の場合は氏名、法人の場合は法人名


